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議事内容 

議案 

第７号 東光寺小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について 

第８号 平山小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について 

第９号 教育委員会職員の分限休職の専決処分について 

 

報告事項 

第５号 令和元年度「選べる学校制度」実施状況 
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（議事の要旨） 

開始１４時０２分 

［米田教育長］ 

 ただいまから、令和元年度第２回教育委員会定例会を開会いたします。 

本日の議事録署名は、髙木委員にお願いいたします。 

 本日の案件は、議案３件、報告事項１件です。 

なお、議案第９号は、公開しない会議とし、会議の最後に審議したいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

［米田教育長］ 

異議なしと認め、議案第９号は会議規則第１２条の規定により公開しない会議とし、会

議の最後に審議します。 

それでは、議事に入ります。 

 議案第７号・東光寺小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について、事務局より

提案理由の説明をお願いします。 

 

○議案第７号 東光寺小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について  

 

［加藤学校課長］ 

 議案第 7 号「東光寺小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について」ご説明申し

上げます。 

恐れ入ります議案書の１ページをお開きください。はじめに提案理由でございます。日

野市学校運営協議会規則第８条の規定に基づく委員の任命について、教育委員会にお諮り

する時間的な余裕がありませんでしたので、教育長専決により任命を行いましたので、報

告し、承認を求めるものでございます。 

恐れいります。２ページをご覧ください。上段が解任する委員の氏名、住所、解任理由

でございます。解任日は、平成３１年３月３１日となります。その下、下段が新たに任命

する委員の氏名、住所、備考欄が選出区分となります。任期は平成３１年４月１日より令

和３年３月３１日となります。 

説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  

［米田教育長］ 

 事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたらお願いいたします。  

［米田教育長］ 

 ほかにご質問はございませんか。 

［米田教育長］ 

 なければ意見を伺います。 

［米田教育長］ 

 なければご質問、ご意見はこれにて終結いたします。  

 お諮りします。東光寺小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について、を原案の
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とおり承認することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［米田教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第７号は原案のとおり承認されました。 

［米田教育長］ 

 議案第８号・平山小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について、事務局より提

案理由の説明をお願いします。 

 

○議案第８号 平山小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について  

 

［加藤学校課長］ 

 議案第８号「平山小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について」ご説明申し上

げます。 

恐れ入ります議案書の３ページをお開きください。はじめに提案理由でございます。日

野市学校運営協議会規則第８条の規定に基づく委員の任命について、教育委員会にお諮り

する時間的な余裕がありませんでしたので、教育長専決により任命を行いましたので、報

告し、ご承認を求めるものでございます。 

恐れいります。４ページをご覧ください。上段が解任する委員の氏名、住所、解任理由

でございます。解任日は、平成３１年３月３１日となります。その下、下段が新たに任命

する委員の氏名、住所、備考欄が選出区分となります。任期は平成３１年４月１日より令

和２年３月３１日となります。 

説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  

［米田教育長］ 

 事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたらお願いいたします。  

［米田教育長］ 

 ほかにご質問はございませんか。 

［米田教育長］ 

 なければ意見を伺います。 

［米田教育長］ 

 なければご質問、ご意見はこれにて終結いたします。  

 お諮りします。平山小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について、を原案のと

おり承認することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［米田教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第８号は原案のとおり承認されました。 

［米田教育長］ 

 報告事項第５号・令和元年度「選べる学校制度」実施状況、について事務局より報告を

お願いします。 
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○報告事項第５号 令和元年度「選べる学校制度」実施状況 

 

［加藤学校課長］ 

恐れいります、７ページをお開きください。報告事項第５号「令和元年度選べる学校制

度実施状況」についてご説明申し上げます。令和元年度入学の、児童・生徒について、選

べる学校制度の実施状況がまとまりましたので、ご報告をさせていただきます。  

次のページ８ページをご覧ください。令和元年度選べる学校制度増減内訳表でございま

す。表の左はしの、学校名からみて、右にどの学区域から転入してきたか、増えた人数を

表したものです。逆に、表の上の学校名からみて、下にどの学区域に転出したか、減った

人数をあらわしています。上段が小学校、下段が中学校となります。令和元年度この制度

を活用した人数は小学校で２０７名、中学校で１８６名でございます。平成３０年度にこ

の制度を活用した人数は小学校で２０７名、中学校で１９７名とほぼ、同様の人数となっ

ております。また、令和元年度は、三沢中学校において、定員制による優先順位をつける

抽選を行いましたが、最終的には全員、希望どおり選択した学校に通学しております。  

説明は以上でございます。 

［米田教育長］ 

 事務局からの報告が終了しました。ご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。 

 濵屋委員。 

［濵屋委員］ 

 この表を見ると、増加減少で例えば、潤徳小学校のように増加の方が３０名以上多い学

校もあれば、一方で第二中学校の減少の方が２１名以上という学校もあります。こういっ

た増減の傾向について、例年と違うところがあれば教えていただけますでしょうか。  

［加藤学校課長］ 

 前年と比べての傾向についてでございます。まず始めに潤徳小が選ばれたり、二中が減

ったりする理由でございますが、選べる学校制度の中で選択した理由をお伺いしておりま

す。小学校につきましては、おおむね通学のしやすさ、通いやすさで選択されている中で

潤徳小に通いやすいという地理的な条件が多いかと思います。また、中学校につきまして

は、友人関係を理由とされる方もいらっしゃいますし、教育内容、部活動を理由とされる

方もいらっしゃいます。小学校に比べると多少、学校の特色により選択されるケースがあ

るかと思います。例年同じような傾向でございます。  

 また、例年多い学校といたしましては、潤徳小、南平小、五小を選択される方が多いと

ころがございます。中学校につきましては、七生中学校、三沢中学校を選択される方が多

い傾向がございます。もう少し詳細な内容でございます。今年度は、豊田小学校の学区域

から南平小学校を希望された方が１８名と一番選択された方が多かったところでございま

す。また、日野第五小学校の学区域から豊田小学校を希望された方、七生緑小学校の学区

域から日野第八小学校を希望された方が多かった傾向です。全体としては、潤徳小学校が

多いのですが、細かく見るとこういった傾向もございます。先ほど申し上げましたとおり、

いずれも家からの通いやすさで選ばれている地域だと認識しております。 

 また、中学校では日野第二中学校の学区域から七生中学校を希望される方、また日野第
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一中学校の学区域から三沢中学校を希望される方、平山中学校の学区域から七生中学校を

希望される方が多い傾向がございます。こちらも通いやすさもございますが、学校の規模

感、部活動等の理由で選ばれている傾向がございます。いずれにしましても例年同じよう

な傾向でございます。 

［米田教育長］  

ほかにございませんか。 

［米田教育長］ 

 なければ、報告事項第５号を終了いたします 

 これより議案第９号の審議に入りますが、本件につきましては、公開しない会議といた

しますので、関係職員以外の事務局説明員は退席しても差し支えないと思います。  

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［米田教育長］ 

異議なしと認めます。関係職員以外の事務局説明員は退席してください。なお、本件の

終了をもって、令和元年度第２回教育委員会定例会を閉会といたします。  

（関係職員以外退室） 

 

「教育委員会職員の分限休職の専決処分について」  

 は公開しない会議の中で審議。 

 

［米田教育長］ 

 以上をもちまして、本日の案件はすべて終了いたしました。これにて令和元年度第２回

教育委員会定例会を閉会いたします。 

閉会１４時１５分 


